
規

則

(

第
六
号)

○
福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

行
政
経
営
企
画
課)

一

告

示

(

第
五
百
十
七
号)

○
福
岡
県
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
の
一
部
改
正

(

水
田
農
業
振
興
課)

一

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
六
号

福
岡
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
公
報
発
行
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
報
番
号
簿

(

別
記
様
式)

に
記
録
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

印
刷｣

を

｢

編
集｣

に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中

｢

回
付｣

を

｢

編
集｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

編
集
し
て
、
速
や
か
に
、
公
報
の

印
刷
所
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を

｢

編
集
す
る
も
の
と
す
る｣

に
改
め
る
。

第
八
条
を
削
る
。

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
そ
の
二
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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別
記
様
式
(第
２
条
関
係
)
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
告
示
第
五
百
十
七
号

福
岡
県
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種

(

平
成
元
年
十
月
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

一
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

� � � � ����������	 �
	 ����� ����

告

示

コ
シ
ヒ
カ
リ

夢
つ
く
し

ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

つ
く
し
ろ
ま
ん

つ
や
お
と
め

あ
き
さ
や
か

コ
シ
ヒ
カ
リ

夢
つ
く
し

ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

つ
く
し
ろ
ま
ん

つ
や
お
と
め

あ
き
さ
や
か

元
気
つ
く
し
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